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　代表取締役社長 岩 城 　 農

第17期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第17期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し

上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各

ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの

上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　【当社ウェブサイト】

　https://mynet.co.jp/ir/news

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第17期定時株主総会招集ご通知」を

ご確認ください。）

　【株主総会資料　掲載ウェブサイト】

　https://d.sokai.jp/3928/teiji/

　【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「マイ

ネット」又は「コード」に「3928」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書

類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会

資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面により議決権を

行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討ください

まして、2023年３月28日（火曜日）午後７時までに議決権を行使くださいますよ

うお願い申し上げます。

敬　具
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１．日 時 2023年３月29日（水曜日）午前11時00分

２．場 所 　東京都渋谷区道玄坂２－６－17

ＡＰ渋谷道玄坂　渋東シネタワー11階

（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会

場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意

ください。）

３．会議の目的事項

報 告 事 項 １. 第17期（自2022年１月１日　至2022年12月31日）事業報告

及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委

員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第17期（自2022年１月１日　至2022年12月31日）計算書類

の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

記

４．議決権の行使についてのご案内

（１）インターネット等による議決権行使の場合

　インターネット等により議決権を行使される場合には、後述の「インターネッ

ト等による議決権行使のご案内」をご高覧の上、2023年３月28日（火曜日）午後

７時までに行使ください。

（２）書面による議決権行使の場合

　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご

表示いただき、2023年３月28日（火曜日）午後７時までに到着するようご返送く

ださい。議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして

お取扱いいたします。

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ですが議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申し上げます。

　電子提供措置事項のうち、「連結株主資本等変動計算書」、「連結計算書類の連結注記表」、

「株主資本等変動計算書」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第

17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://mynet.co.jp/）に掲載し

ております。したがいまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査

報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

　なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項

を、上記インターネット上の各ウェブサイトに掲載させていただきます。
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インターネット等による議決権行使のご案内
インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただ

きますようお願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて

インターネット等による議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトを

ご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.
ウ

w
ェ

e
ブ

b
行

5
使

4.net

２．議決権行使の方法について

（１）パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」

及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（２）スマートフォンをご利用の方

議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログイン二次

元コード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が

入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度二次元コードを読

み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いた

だく必要があります。

３．議決権行使のお取扱いについて

（１）議決権の行使期限は、2023年３月28日（火曜日）午後７時までとなっておりますの

で、お早めの行使をお願いいたします。

（２）インターネット等と書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネ

ット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット

等によって複数回数、またはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場

合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

（３）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金

（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
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（４）パソコンやスマートフォンのインターネット等のご利用環境等によっては、議決権

行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

４．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な

情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行

をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

５．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記に

お問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

［電話］ 0120（652）031 （受付時間 9:00～21:00 ）

（２）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせください。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）

三井住友信託銀行 証券代行部

［電話］ 0120（782）031 （受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

６．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電

子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能

です。

以上
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第17期 ( 自　2022年１月１日
至　2022年12月31日 )

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大

により極めて先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループが属する国内ゲームアプリの市場では、中国・韓国系を中

心とした海外パブリッシャーによるタイトルのシェアが年々増加してお

り、また、各ゲームタイトルのリッチコンテンツ化が進行しております。

そのため、資金調達力などの企業体力に限界のある小・中規模事業者の淘

汰が急速に進行しており、今後も事業者間の合従連衡が行われていくもの

と考えております。

　このような市場規模の下、当社グループは、スマートフォンゲームの運

営に特化したゲームサービス事業を主力事業としております。既にリリー

スされているゲームタイトルをゲームメーカーから買取や協業、または

M&Aで仕入れ、国内最大数のタイトル運営で蓄積したデータ・アセット・

ノウハウをシェアリングすることで収益性を高め、タイトルの長期利益

化・長期運営を実現しております。また、当社グループは既存産業のDXが

進む2020年代において「デジタルの力で繋がりを拡張する」というミッシ

ョンの下、強みのDX技能をゲーム領域に加えスポーツ領域のコミュニティ

に投下し、ファンタジースポーツとクラブDXの事業化に注力しておりま

す。

　ゲームサービス事業では、2022年10月17日をもって、当社が運営するゲ

ームタイトルにおいて10年を超えるものが累計で10本となりました。今後

も累計80タイトル以上のゲーム運営から得た知見をゲームタイトルの長期

運営に活かしてまいります。また、2021年６月１日より運営受託を行って

いたタイトルにおいて、１年以上に亘る安定的運営が評価され、2022年10

月１日より運営権譲渡契約を締結するに至りました。引き続き顧客ニーズ

に多様な契約形態で対応してまいります。なお、2022年12月末時点での運

営タイトル数は26となっております。

　ファンタジースポーツでは、2022年３月のB.LEAGUE公認ファンタジース

ポーツサービス「B.LEAGUE#LIVE2021」のリリースに続き、2022年９月に

は「B.LEAGUE#LIVE2022」のリリースもいたしました。また、2022年５月
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には「プロ野球#LIVE2022」のリリースもいたしました。試合数増加や初

心者大会の設置等さまざまな集客施策により新規ユーザーの獲得と定着が

進み、計画を大きく上回る結果となりました。引き続き、国内のファンタ

ジースポーツ市場の形成をリードするとともに、当社における第二の柱と

なる事業として確立を目指してまいります。また、2022年８月に株式会社

ティーアンドエスから、同社が運営する日本最大級のバスケットボールメ

ディア「BASKETCOUNT」事業を譲受いたしました。メディアそしてファン

タジースポーツの両面及びそれらが生み出すシナジー効果を用いて、国内

におけるバスケットボールファンコミュニティの熱量を高め、さらに盛り

上げてまいります。

　クラブDX事業では、プロバスケットボールチームの滋賀レイクス、プロ

サッカーチームのFC琉球に対して当社のDX技能を注入し、スポーツ産業の

収益力向上や地域社会の活性化を促しております。

　また、当連結会計年度において、当社グループにおける新型コロナウイ

ルスの影響は限定的です。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は10,542,863千円（前連結会計年

度比0.3％減）、営業損失は399,269千円（前連結会計年度は営業利益

577,611千円）、経常損失は419,685千円（前連結会計年度は経常利益

546,442千円）、親会社株主に帰属する当期純損失は1,633,077千円（前連

結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益229,274千円）となってお

ります。

　なお、当社グループはゲームサービス事業の単一セグメントであるた

め、セグメント情報は記載しておりません。
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(2) 設備投資の状況

　該当事項はありません。

(3) 資金調達等の状況

　当連結会計年度中に、今後のゲームサービス事業及びスポーツDX事業にお

けるM&Aやゲームタイトルの買取に備えた資金確保のため、金融機関より長

期借入金として３億円の調達、及び4.5億円の無担保社債（SDGs推進私募

債）を発行いたしました。

(4) 重要な組織再編等の状況

　当社子会社の株式会社マイネットゲームスと株式会社MYLOOPSは、2022年

１月１日を効力発生日として、株式会社マイネットゲームスを存続会社とす

る吸収合併を行いました。

(5) 対処すべき課題

　当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりであります。

①　ゲームサービス事業における展開

　スマートフォンゲームメーカーは相対的に成功確度が高いIPタイトル

（人気キャラクター関連タイトル）の開発に注力しており、同時にゲーム

クオリティのリッチ化が進行しています。その結果、タイトルごとの売上

や費用に加えて、運営チームの規模も大きくなるなど、タイトル規模の大

型化が進行しています。ゲームタイトルが大型化したことで、仕入先であ

るゲームメーカーにとって、一つ一つのゲームタイトルの会社業績に与え

る影響が大きくなり、売却に慎重になる傾向や、継続した売上計上を希望

する傾向がみられています。

　当社はこうした環境変化、顧客ニーズに対応し、プロフィットシェアや

受託などの柔軟なスキームを整備するなど獲得戦略を洗練させておりま

す。大型～超大型タイトルを獲得・運営できるプレイヤーは非常に限られ

るため、多様な契約形態をとり揃えることで当社の新たな競争力となり、

今後のゲームサービス事業の再成長への礎となっています。
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②　新規事業・サービスへの積極的な取り組み

　当社グループは「デジタルの力で繋がりを拡張する」を会社のミッショ

ンとして掲げております。当社がゲームサービス事業で培ったDX技能を、

ファンタジースポーツやクラブDXの取り組みを通じて、スポーツ領域にも

投下することで、２本柱での成長を目指してまいります。

③　システム技術・インフラの強化

　当社グループでは、ゲームサービスをスマートフォン／タブレット端末

を通じインターネット上で提供していることから、システムの安定的な稼

働及び技術革新への対応が重要な課題と考えております。これに対し、当

社グループではサーバー等のシステムインフラを安定的に稼働させるべ

く、継続的なインフラ基盤の強化及び専門的な人員の確保に努めるととも

に、技術革新にも迅速に対応できる体制構築に努めております。

④　優秀な人材の確保と育成

　当社グループが継続的に企業価値を向上していくためには、高い専門性

を有する優秀な人材の確保及び将来を担う人材の育成が経営上の重要な課

題であると認識しております。そのため、職場環境の改善、福利厚生の充

実及び採用活動の多様化に努めるとともに、企業認知度の向上に取り組

み、人材の確保に力を入れております。

　一方で、採用においては優れた能力のみならず、当社グループの理念と

企業文化を共有できる人材の選考を心がけており、社員同士が協力し合い

ながら生き生きと働ける組織作りを大切にしております。

　また、社内研修・教育制度を強化し、組織の枠を超えた積極的な交流を

図り、知見とノウハウを可視化・伝播することで企業と共に成長していく

人材育成システムの構築を目指してまいります。
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⑤　内部管理体制の強化

　当社グループが今後更なる業容拡大を図るためには、内部管理体制やコ

ンプライアンスの実効性を高めながら各種業務の標準化と効率化の徹底を

図ることにより事業基盤を確立させていかなければならないと認識してお

ります。そのために当社グループでは、経営幹部の確認体制の下、全社に

業務フローやコンプライアンス遵守を周知徹底させると同時に、日々改善

を行うことで業務の効率化を図ってまいります。また、新規事業分野に潜

在する各種リスクも勘案して内部管理体制及びコンプライアンス体制の充

実と強化を図ってまいります。

　当社グループの企業価値の最大化を図るべく、役職員一同、総力を結集

してまいる所存でございますので、株主の皆様におかれましては、今後と

も格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

区 分
第14期
2019年
12月期

第15期
2020年
12月期

第16期
2021年
12月期

第17期
2022年
12月期

売 上 高 11,649,841 11,533,596 10,571,184 10,542,863

経常利益又は経常損失
（△）

△818,551 1,116,874 546,442 △419,685

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 又 は
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 ( △ ）

△2,412,612 1,129,848 229,274 △1,633,077

１ 株 当 た り 当 期
純利益又は１株当たり当
期純損失（△）（円）

△283.26 131.34 26.50 △191.28

総 資 産 5,028,344 5,049,867 5,814,564 4,360,027

純 資 産 1,377,901 2,518,726 2,817,977 995,857

(6) 財産及び損益の状況の推移
（単位：千円）

（注）１.2020年12月期連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を

行っており、2019年12月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定を

反映させております。

２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当

連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値について

は、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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名 称 出資比率（％） 主 要 な 事 業 内 容

株式会社マイネットゲームス 100.0 ゲームサービス事業

株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト 琉 球 100.0 DX事業

株 式 会 社 m y n e t . a i 100.0
データ分析
AI活用サービス事業

株 式 会 社 ネ ク ス ト
マ ー ケ テ ィ ン グ

100.0 マーケティング関連事業

株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト ・
ストラテジックパートナーズ

100.0 M&Aコンサルティング事業

株 式 会 社 P A R A D E 100.0 ゲームサービス事業

株式会社滋賀レイクスターズ 74.2
バスケットボール興行の
企画、運営

名 称 住 所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

株式会社マイネット
ゲ ー ム ス

東京都港区北青山二
丁目11番３号 2,179百万円 4,509百万円

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況（2022年12月31日現在）

（注）株式会社MYLOOPSは、2022年１月１日を効力発生日として、株式会社マイネットゲー

ムスを存続会社とする吸収合併を行いました。

③　事業年度末日における特定完全子会社に関する事項

事 業 区 分 事 業 内 容

ゲームサービス事業
ゲームメーカーが制作したスマートフォンゲームを買取や協
業により仕入れ、独自のノウハウでバリューアップした後に
長期運営を行うゲームサービス事業を営んでおります。

(8) 主要な事業内容（2022年12月31日現在）
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名　　　　　　称 所　　 在 　　地

本 社 東 京 都 港 区

(9) 主要な営業所（2022年12月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況 347（24）名（前期比５名減（11名減））

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

315（14）名 15名減（7名減） 35.2歳 4.7年

 (10) 使用人の状況（2022年12月31日現在）

（注）１. 使用人数は就業人員（正社員のほか当社グループからグループ外の出向者を除

き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、契約社員及び

臨時雇用者数（アルバイト、パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員

を除く。）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２. 当社グループは、ゲームサービス事業の単一セグメントであるため、セグメ

ント別の記載は省略しております。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員（正社員のほか当社から社外への出向者を除き、社外から当社

への出向者を含む。）であり、契約社員及び臨時雇用者数（アルバイト、パートタ

イマーを含み、人材会社からの派遣社員を除く。）は、最近１年間の平均人員を

（　）外数で記載しております。

株式会社三井住友銀行 635,000千円

(11) 主要な借入先の状況（2022年12月31日現在）

（注）上記借入金残高のほか、下記社債の当期末残高があります。

株式会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定の無担保社債

　　　　  300,000千円

株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定の無担保社債

　　　　  950,000千円

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 20,000,000株

(2) 発行済株式の総数 8,710,334株（うち自己株式271,621株）

　　 (注)当社は、取締役（監査等委員を除く。）３名に対して譲渡制限付株式

の付与のため、2022年５月13日付で普通株式11,574株を発行いたしま

した。

(3) 株主数 5,521名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

上 原 　 仁 1,775,722 21.04

日本マスタートラスト信託銀行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

557,300 6.60

株 式 会 社 セ ガ 219,800 2.60

楽 天 証 券 株 式 会 社 210,700 2.49

笠 原 健 治 208,000 2.46

株 式 会 社 S B I 証 券 184,651 2.18

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ
銀 行 （ 信 託 口 ）

175,200 2.07

西 村 裕 二 172,600 2.04

山 下 良 久 135,500 1.60

三 田 由 美 97,400 1.15

２．会社の株式に関する事項（2022年12月31日現在）

(4) 大株主

（注）１．当社は、自己株式を271,621株保有しておりますが、上記大株主からは

除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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持株数 交付対象者数

取締役
（社外取締役と監査等委員を除く。）

11,574株 ３名

社外取締役
（監査等委員を除く。）

－ －

監査等委員である取締役 － －

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告の「４. 会社役員に関する

事項 (5)取締役の報酬等の額」に記載しております。

(6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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発 行 決 議 日 2018年２月14日

新 株 予 約 権 の 数 2,751個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　　　　　　275,100株

（新株予約権１個につき　　100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり 1,500円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり 142,800円

（１株当たり　 1,428円）

権 利 行 使 期 間
自　2020年４月１日
至　2028年２月28日

行 使 の 条 件 （注）１、２、３、４、５、６

役 員 の
保有状況

取締役（監査等委員及び
社外取締役を除く。）

新株予約権の数　　　　 2,751個
目的となる株式数　　 275,100株
保有者数 　　　 　　　　　１名

社外取締役（監査等委員を除く。）
新株予約権の数　　　　　　－個
目的となる株式数　　　　　－株
保有者数　　　　　　　　　－名

取締役（監査等委員）
新株予約権の数　　　　　　－個
目的となる株式数　　　　　－株
保有者数　　　　　　　　　－名

３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新

株予約権等の内容の概要

（2022年12月31日現在）

（注）１. 新株予約権者は、2019年12月期から2023年12月期までの事業年度における当社

の営業利益が、下記(a)乃至(e)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権

者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を、当該営業利益

の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から行使する

ことができる。

(a）2019年12月期の営業利益が 1,000百万円を超過した場合： 10％

(b）2020年12月期の営業利益が 1,200百万円を超過した場合： 10％

(c）2021年12月期の営業利益が 1,500百万円を超過した場合： 20％

(d）2022年12月期の営業利益が 2,400百万円を超過した場合： 20％

(e）2023年12月期の営業利益が 5,000百万円を超過した場合： 40％

なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損

益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における営業

利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべ

き項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締

役会にて定めるものとする。また、上記割合に基づき、各新株予約権者の行使
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可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた

数とする。

２. 上記１．にかかわらず、新株予約権者は割当日から１年を経過する日までの間

に、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の１ヶ月間

(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に40％を乗じた価格を下回

った場合、新株予約権を行使することができない。

３. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会

社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この

限りではない。

４. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

５. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行

可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うこ

とはできない。

６. 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(2) 当事業年度中に当社使用人等に職務執行の対価として交付した新株予約権

等の内容の概要

　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

上 原 　 仁 代表取締役社長
琉球フットボールクラブ株式会社　監査役
琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社　取締役
株式会社滋賀レイクスターズ　代表取締役会長

岩 城 　 農
取 締 役
専 務 執 行 役 員

株式会社マイネットゲームス　代表取締役社長

太 田 雄 貴 取 締 役 国 際 オ リ ン ピ ッ ク 委 員 会 選 手 委 員

和 田 洋 一 取締役監査等委員
株 式 会 社 メ タ ッ プ ス 　 取 締 役
ワンダープラネット株式会社　取締役
株式会社オープンアップグループ　取締役

中 山 和 人 取締役監査等委員 法 律 事 務 所 エ イ チ ー ム 　 パ ー ト ナ ー

保 田 隆 明 取締役監査等委員
慶 應 義 塾 大 学 総 合 政 策 学 部 教 授
リ ン カ ー ズ 株 式 会 社 　 監 査 役
サツドラホールディングス株式会社　取締役

４．会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

（2022年12月31日現在）

（注）１. 取締役　太田雄貴氏、和田洋一氏、中山和人氏及び保田隆明氏は、社外取締役

であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引

所に届け出ております。

２. 取締役　太田雄貴氏は、アスリートとしての活躍をはじめ、組織運営及び社会

活動から得られた豊富な経験と幅広い見識を有しております。

３. 取締役監査等委員　和田洋一氏は、経営に関する豊富な経験やゲーム業界にお

ける卓越した見識を有しております。

４. 取締役監査等委員　中山和人氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的

な法律知識を有しております。

５. 取締役監査等委員　保田隆明氏は、慶應義塾大学総合政策学部の教授であり、

コーポレートファイナンス、ベンチャービジネス、M&A等の分野における専門

家として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

６. 当社の監査につきましては、監査等委員会の職務の執行を補助する内部監査室

を設置しており、監査等委員会の指示を受け、監査等委員会の年間監査計画に

基づき、内部監査室所属の内部監査人が当社の各部門を実査してその内容を監

査等委員会に報告する体制となっております。監査等委員会は上記報告の内容

を検討し、必要とあれば、監査等委員会が決定した監査要領に従って、選定し

た監査等委員が内部監査室と協働して実査を行います。このような監査体制の

下、毎月１回監査等委員会を開催、実査していることから、当社では常勤の監

査等委員を選定しておりません。
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氏名 異動前 異動後 異動年月日

岩 城 　 農
常 務 取 締 役
事 業 開 発 管 掌

取 締 役
専 務 執 行 役 員

2022年３月29日

小 出 　 孝 雄
取 締 役
経 営 企 画 管 掌

任期満了による退任 2022年３月29日

松 本 　 啓 志
取 締 役
常 務 執 行 役 員

一身上の都合による退任 2022年11月30日

７. 当事業年度中における取締役の地位及び担当等の異動は次のとおりでありま

す。

（注）松本啓志氏の退任時における担当はゲームサービス事業部長、重要な兼職は

株式会社マイネットゲームス代表取締役社長でありました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役は、職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮す

ることを目的として、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく

損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。

　なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因とな

った職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社

及び子会社の取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該

保険契約により、株主や第三者等から損害賠償請求を提訴された場合におい

て、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害が填補さ

れることとなります。

(4) 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法

　当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役（監査等委員を除

く。）及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定してお

り、報酬等の決定方針については取締役会の決議により決定しております。

報酬額は、取締役（監査等委員を除く。）については取締役会の決議により

決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議にて決定して

おります。
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　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員を除く。）の個

人別の報酬等について、決定方法及び決定された内容が取締役会で決議され

た決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うもので

あると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の

内容は下記のとおりであります。

①　基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと

して十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の

報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と

しております。

②　報酬の構成

　当社の役員報酬は取締役（監査等委員を除く。）については、固定報酬と

業績連動報酬及び非金銭報酬（譲渡制限付株式）で構成しており、各取締役

の職責・貢献度合いに加えて、当社グループ全体の連結業績等を総合的に勘

案して金額を決定しております。社外取締役及び監査等委員である取締役に

ついては、独立性の確保の観点から、固定報酬としております。

　なお、2016年３月23日開催の第10期定時株主総会において、取締役（監査

等委員を除く。）の報酬を年額300,000千円以内、監査等委員である取締役

の報酬を年額50,000千円以内と決議しております。また、2021年３月25日開

催の第15期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く。）に対する

譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬額は、年額200,000千

円以内と決議しております。

③　業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合の決定に関する方針

　当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマー

クとする報酬水準を踏まえ、一律の構成とし、取締役会において取締役の個

人別の報酬等の内容を決定しております。

④　業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報

酬の決定方法

　当社では、業績連動報酬に係る指標として連結営業利益を用いており、当

該指標を選択した理由は、持続的成長を追求する上で主となる事業の収益力

が重要であると判断しているためであります。なお、業績連動報酬について

は、連結営業利益目標に対する達成度により決定しております。

⑤　非金銭報酬の内容

　当社は取締役（監査等委員を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を
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区 分
員 数
(名 )

総 額
( 千 円 )

報 酬 等 の 種 類 別 総 額
(千円)

固 定 業績連動 非 金 銭

取締役(監査等委員を除く。)
( う ち 社 外 取 締 役 )

5
（1）

82,716
（4,500）

76,420
（4,500）

－
（－）

6,296
（－）

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
( う ち 社 外 取 締 役 )

3
（3）

14,400
（14,400）

14,400
（14,400）

－
（－）

－
（－）

合 計 8 97,116 90,820 － 6,296

図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と価値共有を進めること

を目的として譲渡制限付株式を付与する非金銭報酬を設けております。

⑥　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針

　役職ごとの方針の定めはありません。

⑦　当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

　当事業年度における業績連動報酬に係る指標の連結営業利益目標は

200,000千円、実績は△399,269千円であります。

⑧　役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容

　当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続として、報酬体系等を役

位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮し常勤

取締役で検討の上、具体的な報酬支給額については、コーポレート担当役員

が各人別の報酬案を立案の上、取締役会に起案し、取締役会にて協議の上、

決定しております。

(5) 取締役の報酬等の額

（注）１. 上記には、2022年３月29日開催の第16期定時株主総会終結の時をもって退任し

た取締役（監査等委員を除く。）１名、及び2022年11月30日をもって退任した

取締役（監査等委員を除く。）１名を含んでおります。なお、当事業年度末日

現在の会社役員の人数は、取締役（監査等委員を除く。）３名（うち社外取締

役１名）及び取締役（監査等委員）３名（うち社外取締役３名）であります。

２. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2016年３月23日開催の第10期

定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。当

該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は４名（うち社外

取締役１名）であります。

３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年３月23日開催の第10期定時株主

総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会

終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名であります。

４. 取締役（監査等委員を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための金

銭報酬債権の総額は、2021年３月25日開催の第15期定時株主総会において、年

100,000株以内とし、年額200,000千円以内と決議いただいております。当該株

主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は５名（うち社外取締

役１名）であります。
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区 分 氏 名 兼 職 先 兼 職 の 内 容

取 締 役 太 田 雄 貴 国際オリンピック委員会 選手委員

取 締 役
監 査 等 委 員

和 田 洋 一
株式会社メタップス
ワンダープラネット株式会社
株式会社オープンアップグループ

取締役
取締役
取締役

取 締 役
監 査 等 委 員

中 山 和 人 法律事務所エイチーム パートナー

取 締 役
監 査 等 委 員

保 田 隆 明
慶應義塾大学総合政策学部
リンカーズ株式会社
サツドラホールディングス株式会社

教授
監査役
取締役

区 分 氏 名
取 締 役 会 監 査 等 委 員 会

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 太 田 雄 貴 19回/20回 95％ － －

取 締 役
監 査 等 委 員

和 田 洋 一 20回/20回 100％ 16回/16回 100％

取 締 役
監 査 等 委 員

中 山 和 人 20回/20回 100％ 16回/16回 100％

取 締 役
監 査 等 委 員

保 田 隆 明 18回/20回 90％ 13回/16回 81％

(6) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職状況と当社と当該他の法人等との関係

（注）当社とその他の兼職先との間には、重要な取引上の関係はありません。

②　当該事業年度における主な活動状況

ａ　取締役会及び監査等委員会への出席状況

ｂ　取締役会及び監査等委員会における発言状況

　取締役太田雄貴氏は、主にスポーツ領域における知見を活かし、取締

役会の意思決定の妥当性を確保するための助言・提言を行っておりま

す。

　監査等委員である取締役和田洋一氏、同中山和人氏、及び同保田隆明

氏は、主に経営、法務及び財務の見地から意見を述べるなど、取締役会

の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言・提言を行っており

ます。また、監査等委員会において、監査の方法その他の監査等委員の

職務の執行に関する事項について、適宜必要な発言を行っております。
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C　社外取締役が果たすことが期待される役割に対して行った職務の内容

　取締役太田雄貴氏は、当社スポーツ事業領域の意思決定に係る会議に

定期的に参加し、アスリートとしての活躍をはじめ、組織マネジメン

ト、企業経営及び社会活動から得られた豊富な経験と幅広い見識を用

い、当該会議において有益な助言及び提言を行っております。

　取締役和田洋一氏は、経営に関する豊富な経験やゲーム業界における

卓越した見識を用い、当社コーポレート部門に対して有益な助言及び提

言を行っております。

　取締役中山和人氏は、弁護士として培われた高度な人格と企業法務を

始めとした幅広い専門的な法律知識を用い、コンプライアンスに係る事

案において有益な助言及び提言を行っております。

　取締役保田隆明氏は、コーポレートファイナンス、ベンチャービジネ

ス、M&A等の分野における高い見識を用い、当社財務及び投資に係る事

案について有益な助言及び提言を行っております。
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当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 43,800千円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額
43,800千円

５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、

上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務執行

状況や報酬見積りの算定根拠等を確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等

の額につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に

該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を

解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後

最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の

理由を報告いたします。
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６．会社の体制及び方針及び当該体制の運用状況

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するため

の体制」について、その基本方針を取締役会において決議しております。当

該基本方針の概要は、下記のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

ａ コンプライアンス規程を制定し、法令、定款の内容と共に全社に周

知・徹底する。

ｂ コンプライアンス推進に関する業務を統括するため、コンプライアン

ス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス

推進に関する進捗状況を、必要に応じて取締役会等に報告する。

ｃ コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアン

ス意識の維持・向上を図る。

ｄ 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図るとともに、通

報者に対する不利益な扱いを禁止する。

ｅ 監査等委員は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じ

て、公正不偏な立場から、取締役の職務執行を監査する。また、監査

等委員は、会社の業務に適法性を欠く又はそのおそれのある事実を発

見したときは、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧

告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる体制を構築する。

ｆ 組織全体において、反社会的勢力と一切の関わりを持たず、不当な要

求を排除する。また、警察、弁護士等と緊密な連携体制を構築するこ

とに努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ａ 取締役の職務執行に係る情報については、法令、情報管理規程、文書

管理規程等によって保存部署及び保存期限を定め、適切に保存及び管

理を行う。

ｂ 取締役は、これらの情報を、いつでも閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ リスク管理規程を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部門と

の情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当

該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運

用状況を踏まえて適宜見直す。

ｂ 危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を

含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処する。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ 取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及

び権限、責任の明確化を図る。

ｂ 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務

執行の監督等を行うものとし、毎月１回定期的に開催するほか、迅速

かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開

催する。

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という）

における業務の適正を確保するための体制

ａ 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第１

項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（以下「取締役

等」という）の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(a) 経営推進本部を子会社担当部署とし、子会社管理を行う。

(b) 当社取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、管理担当役員

はその進捗状況を毎月当社取締役会に報告する。

(c) 当社の取締役は、当社グループの業務執行状況を監視・監督し、当

社の監査等委員会は、当社グループの取締役等の職務執行を監査す

る。

(d) 当社の内部監査担当者は、当社グループの内部監査を実施し、その

結果を代表取締役及び監査等委員会に報告する。

ｂ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) リスク管理規程を制定し、子会社に周知・徹底するとともに、当社

との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。な

お、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できる

よう、運用状況を踏まえて適宜見直す。

(b) 危機発生時には、対策本部等を設置し、当社グループ内外への適切

な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処する。

ｃ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制

　当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の取

締役等の合理的な業務分掌及び責任の明確化を図るための各種社内規程

の整備により、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営を推進する。

ｄ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

　当社は、子会社に、その事業内容や規模等に応じた教育活動や内部通

報制度等のコンプライアンス推進体制を構築させ、不正行為等の防止及

び早期発見を図る。
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⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（以下「補助使用人」とい

う）を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、補助使

用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、及び当該補

助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ａ 監査等委員会が補助使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査

等委員会と協議のうえこれを任命し、補助業務に当たらせる。

ｂ 補助使用人は、監査等委員会を補助するための業務に関し、監査等委

員以外の取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとし、監査等

委員会の指揮・命令にのみ服する。

ｃ 補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分

については、監査等委員会の同意を得るものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等

委員会への報告に関する体制

ａ 監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握す

るため、取締役会のほか重要な会議及び希望する任意の会議に出席

し、又は取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めることがで

き、取締役及び使用人は、これに応じて速やかに報告する。

ｂ 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与え

るおそれのある事実その他会社に重大な影響を及ぼす恐れのある事実

を発見した場合には、速やかに監査等委員会に報告する。

ｃ 取締役及び使用人は、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報

状況及びそれらの内容を監査等委員会に報告する体制を整備する。

⑧ 子会社の取締役等、若しくは会計参与、監査役若しくはこれらの者に相

当する者、若しくは使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監

査等委員会に報告をするための体制

ａ 子会社の取締役等及び使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関

する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行

う。

ｂ 子会社の取締役等及び使用人は、法令違反行為等、当社又は当社の子

会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、速やかに当

社監査等委員会へ報告を行う。
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⑨ 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な

取り扱いを受けないことを確保するための体制

　当社は、監査等委員会への報告を行ったことを理由として、当該報告を

した者に対し、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取り扱いを行わないよ

う当社グループに周知・徹底する。

⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その

他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

　監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の

請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと合理的に

認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

ａ 監査等委員会は、法令に従い、過半数を社外取締役とし、公正かつ透

明性を確保する。

ｂ 監査等委員会は、代表取締役及び取締役会と定期的に会合を持ち、相

互の意思疎通を図る。

ｃ 監査等委員会は、取締役及び使用人の職務執行に係る情報を必要に応

じて閲覧することができ、内容説明を求めることができる。

ｄ 監査等委員会は、監査法人及び内部監査室と定期的に情報交換を行

い、相互の連携を図る。

ｅ 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合には、弁護士、公認

会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。

　当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況

の概要は、以下のとおりであります。

①　取締役の職務執行

　当社は、「取締役会規程」に基づき、原則として月１回の取締役会を開

催し、法令又は定款に定められた事項及び経営上の重要な事項の決議を行

うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締

役が４名在籍しており、取締役会における当社取締役の職務執行の監督機

能を強化しております。

　なお、当事業年度においては、取締役会を20回開催しております。
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②　コンプライアンス

　当社が、社会的信頼を確保し、さらなる発展を遂げるためには、全社的

なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コ

ンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図るとともに、

「オンライン時代の100年企業」を実現するため、四半期に１度、倫理的

で誠実な経営活動を推進する「コンプライアンス委員会」を開催すること

としております。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内

相談・報告体制として、「内部通報制度運用規程」を定め、内部通報制度

を整備しております。

③　リスク管理

　当社は、リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため「リスク管理規

程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、

弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受

けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めておりま

す。また、地震、火災等の災害に対処するため、必要に応じてリスク管理

統括責任者が、不測の事態に備えております。

　リスク管理体制全般の適切性、有効性につきましては、当社の内部監査

室専任の内部監査担当者が内部監査を通して検証しております。

④　監査等委員会の監査

　監査等委員である取締役は、株主総会、取締役会に出席するほか、監査

計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経

営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査

人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識して

おり、当社の将来の成長に必要な新規事業開発、研究開発、M&Aなどの先行

投資による企業価値の向上を目指しながらも、並行して株主還元として、株

主資本配当率（DOE）３％を目安に毎期配当を行うことを基本方針としてお

りました。しかしながら、経営状況を鑑み、まずは内部留保の充実を図り、

既存事業の基盤整備や第２の収益の柱を創出するための投資に充当していく

ことが最優先であると判断し、2023年12月期の配当予想については無配とい

たします。
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連 結 貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売掛金及び契約資産

未 収 入 金

未収還付法人税等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

3,615,673

1,977,096

1,187,360

13,699

27,266

416,194

△5,942

744,353

53,066

38,470

14,596

88,480

31,000

57,480

602,806

215,027

106,131

265,665

15,432

550
　

流 動 負 債 1,773,182

買 掛 金 351,758

未 払 金 279,107

契 約 負 債 274,717

賞 与 引 当 金 73,862

１ 年 内 返 済 予 定
の 長 期 借 入 金

165,999

１ 年 内 償 還
予 定 の 社 債

490,000

未 払 法 人 税 等 7,880

そ の 他 129,859

固 定 負 債 1,590,987

長 期 借 入 金 662,200

社 債 770,000

長 期 未 払 金 127,652

資 産 除 去 債 務 25,339

そ の 他 5,796

負 債 合 計 3,364,169

純 資 産 の 部

株 主 資 本 974,907

資 本 金 49,631

資 本 剰 余 金 1,391,688

利 益 剰 余 金 △366,083

自 己 株 式 △100,328

その他の包括利益累計額 15,074

その他有価証券評価差額金 15,074

新 株 予 約 権 5,875

純 資 産 合 計 995,857

資 産 合 計 4,360,027 負債及び純資産合計 4,360,027

（2022年12月31日現在）
（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

科 目 金 額

売 上 高 10,542,863

売 上 原 価 6,841,436

売 上 総 利 益 3,701,427

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,100,696

営 業 損 失 399,269

営 業 外 収 益

助 成 金 収 入 4,841

受 取 保 険 料 6,225

そ の 他 3,101 14,167

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12,778

社 債 発 行 費 8,811

社 債 利 息 5,277

投 資 事 業 組 合 運 用 損 3,315

為 替 差 損 3,835

そ の 他 567 34,583

経 常 損 失 419,685

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 133

減 損 損 失 1,098,572

商 品 評 価 損 1,242 1,099,949

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 1,519,634

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,996

法 人 税 等 調 整 額 105,446 113,443

当 期 純 損 失 1,633,077

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失

1,633,077

（自　2022年１月１日　至　2022年12月31日）
（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売掛金及び契約資産

前 払 費 用

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

の れ ん

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

1,667,819

1,068,260

224,163

135,412

215,231

28,451

△3,700

2,841,561

52,358

38,469

13,889

88,480

57,480

31,000

2,700,722

215,027

104,853

2,184,095

1,071,000

15,432

13,450

△903,136
　

流 動 負 債 1,061,159

買 掛 金 15,460

１年内返済予定の長期借入金 160,000

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 490,000

未 払 金 237,801

未 払 費 用 63,584

賞 与 引 当 金 72,594

そ の 他 21,718

固 定 負 債 2,856,317

長 期 借 入 金 1,555,000

社 債 760,000

関係会社事業損失引当金 531,863

資 産 除 去 債 務 9,454

負 債 合 計 3,917,477

純 資 産 の 部

株 主 資 本 570,955

資 本 金 49,631

資 本 剰 余 金 1,390,438

資 本 準 備 金 1,390,438

利 益 剰 余 金 △768,785

その他利益剰余金 △768,785

繰越利益剰余金 △768,785

自 己 株 式 △100,328

評価・換算差額等 15,074

その他有価証券評価差額金 15,074

新 株 予 約 権 5,875

純 資 産 合 計 591,904

資 産 合 計 4,509,381 負 債及び純資産合計 4,509,381

（2022年12月31日現在）
（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

科 目 金 額

売 上 高 2,262,367

売 上 原 価 246,439

売 上 総 利 益 2,015,927

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,208,242

営 業 損 失 192,314

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10,678

為 替 差 益 9,267

そ の 他 3,012 22,958

営 業 外 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 137,317

支 払 利 息 23,218

社 債 利 息 5,277

社 債 発 行 費 8,811

そ の 他 6,076 180,701

経 常 損 失 350,057

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 96,200

関 係 会 社 事 業 損 失 531,863

減 損 損 失 6,181 634,245

税 引 前 当 期 純 損 失 984,302

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,240

法 人 税 等 調 整 額 15,442 18,682

当 期 純 損 失 1,002,985

（自　2022年１月１日　至　2022年12月31日）

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三 木 康 弘

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤 原 由 佳

独立監査人の監査報告書
2023年３月２日

株式会社マイネット
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社マイネットの2022年１
月１日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、株式会社マイネット及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて
おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読
の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た
知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適
切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、
監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三 木 康 弘

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤 原 由 佳

独立監査人の監査報告書
2023年３月２日

株式会社マイネット
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社マイネットの
2022年１月１日から2022年12月31日までの第17期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以
下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関し
て、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の監査報告書　謄本
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年１月１日から2022年12月31日までの第17期事業

年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び

結果につき、以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運

用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を

表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ

の職務に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決

裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況

を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役

等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報

告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人

から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記

表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし

た。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び

取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

2023年３月２日

株式会社マイネット　監査等委員会

監 査 等 委 員 和 田 洋 一

監 査 等 委 員 中 山 和 人

監 査 等 委 員 保 田 隆 明
　
（注）監査等委員和田洋一、中山和人及び保田隆明は、会社法第２条第15号

及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

１
いわ

岩　

 

　
き

城

 

　　

 

　
みのる

農
（ 1 9 7 9 年 ９ 月 2 6 日 生 ）

2006年７月 株式会社セガ入社

21,983株

2014年９月 当社取締役就任（2018年３

月まで）

2016年４月 株式会社セガゲームス（現

株式会社セガ）取締役就任

2019年３月 当社取締役就任

2019年４月 株式会社ミラティブ最高戦

略責任者CSO就任

2021年１月 スポーツエコシステム推進

協議会理事就任（現任）

2021年３月 当社常務取締役就任

2022年３月 当社取締役専務執行役員就

任

2022年12月 株式会社マイネットゲーム

ス代表取締役社長就任（現

任）

2023年１月 当社代表取締役社長就任

（現任）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（３名）は、本総会終結の時

をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役

を除く。）４名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関し、監査等委員会は特段の意見がない旨を確認しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

２
うえ

上　

 

　
はら

原

 

　

 

　

 

　
ひとし

仁
（ 1 9 7 4 年 1 1 月 1 5 日 生 ）

1998年４月 日本電信電話株式会社入社

1,775,722株

2001年11月 NTTブロードバンドイニシア

ティブ株式会社へ転籍

2004年４月 NTTレゾナント株式会社へ転

籍

2006年６月 当社設立代表取締役社長就

任

2016年５月 株式会社マイネットゲーム

ス代表取締役社長就任

2020年４月 琉球フットボールクラブ株

式会社監査役就任（現任）

2021年９月 琉球アスティーダスポーツ

クラブ株式会社取締役就任

（現任）

2021年９月 株式会社滋賀レイクスター

ズ代表取締役会長就任（現

任）

2023年１月 当社代表取締役会長就任

（現任）

３

※
にし

西　　
むら

村　　
たく

拓　　
や

也
（ 1 9 8 7 年 ７ 月 ６ 日 生 ）

2012年９月 当社入社

10,000株

2015年４月 当社マネージャー就任後、

ゲームサービスのプロデュ

ーサーを歴任

2018年３月 株式会社マイネットブルー

ゲームス（現株式会社マイ

ネット琉球）代表取締役社

長就任

2020年４月 当社執行役員就任

2020年11月 株式会社マイネット琉球取

締役就任（現任）

2022年１月 当社経営推進本部長就任

（現任）

2022年４月 当社常務執行役員就任（現

任）
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

４
おお

太

 

　　
た

田　

 

　
ゆう

雄　

 

　
き

貴
（ 1 9 8 5 年 1 1 月 2 5 日 生 ）

2008年８月 北京オリンピック、男子フ

ェンシングフルーレ個人で

銀メダル獲得

－株

2012年８月 ロンドンオリンピック、男

子フェンシングフルーレ団

体で銀メダル獲得

2015年７月 フェンシング世界選手権、

男子フルーレ個人で金メダ

ル獲得

2016年11月 WIN3株式会社代表取締役就

任（現任）

2016年11月 国際フェンシング連盟理事

就任（現任）

2017年８月 日本フェンシング協会会長

就任

2018年８月 日本eスポーツ連合特別顧問

就任（現任）

2018年12月 国際フェンシング連盟副会

長就任

2021年３月 当社取締役就任（現任）

2021年８月 国際オリンピック委員会選

手委員（現任）

2022年１月 スポーツエコシステム推進

協議会アドバイザリーボー

ドメンバー就任（現任）

（注）１. ※印は新任の取締役候補者であります。

２. 各候補者の所有する当社の株式数は2022年12月末日現在にて表示しております。

３. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

４. 岩城農氏、上原仁氏及び太田雄貴氏は、現在、当社の取締役であり、その当社

における地位、担当及び重要な兼職は、事業報告の「４．会社役員に関する事

項(1) 取締役の氏名等」に記載のとおりであります。

５. 太田雄貴氏は、社外取締役候補者であります。

６. 太田雄貴氏は、アスリートとしての活躍をはじめ、組織運営及び社会活動から

得られた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に関する有益

な助言及び提言をいただけるものと考えております。このため、当社は同氏が

社外取締役として適任であると判断し、社外取締役候補者とするものです。ま

た、同氏が選任された場合は、当社スポーツ事業領域の意思決定に対し、専門

的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は、現在当社の社外取締役であ

り、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

７. 当社と太田雄貴氏とは、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本総会において同氏の再任

－ 40 －



が承認された場合は、同様の内容の契約を継続する予定であります。なお、当

該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となります。

８. 当社は、太田雄貴氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏

の再任が承認された場合は、改めて同氏を独立役員として届け出る予定であり

ます。

９. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子

会社の取締役であり、株主や第三者等から損害賠償請求を提訴された場合にお

いて、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害が填補さ

れることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での

更新を予定しております。
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氏 名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

わ

和

 

　

 

　
だ

田

 

　

 

　
よう

洋

 

　

 

　
いち

一
（ 1 9 5 9 年 ５ 月 2 8 日 生 ）

1998年４月 野村證券株式会社入社

－株

2000年４月 株式会社スクウェア入社

2001年12月 同社代表取締役社長就任

2003年４月 株式会社スクウェア・エニ

ックス（現株式会社スクウ

ェア・エニックス・ホール

ディングス）代表取締役社

長就任

2006年６月 株式会社タイトー代表取締

役社長就任

2015年５月 株式会社メタップス取締役

就任（現任）

2016年８月 ワンダープラネット株式会

社取締役就任（現任）

2018年３月 当社取締役就任

2019年３月 当社取締役監査等委員就任

（現任）

2021年４月 株式会社GENDA取締役就任

（現任）

2021年６月 カバー株式会社取締役就任

（現任）

2021年9月 DIMENSION株式会社取締役就

任（現任）

2021年10月 株式会社夢真ホールディン

グス（現株式会社オープン

アップグループ）取締役就

任（現任）

第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

　監査等委員である取締役和田洋一氏は、本総会終結の時をもって任期満了とな

ります。つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするもので

あります。

　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 候補者の所有する当社の株式数は2022年12月末日現在にて表示しております。

２. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３. 和田洋一氏は現在当社の取締役（監査等委員）であり、その当社における地

位、担当及び重要な兼職は、事業報告の「４．会社役員に関する事項(1) 取締
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役の氏名等」に記載のとおりであります。

４. 和田洋一氏は、社外取締役候補者であります。

５. 和田洋一氏は、経営に関する豊富な経験やゲーム業界における卓越した見識を

有しております。このため、当社は、同氏が社外取締役として適任であると判

断し、その深い知見に基づく助言、牽制を期待して監査等委員である社外取締

役候補者とするものです。また、同氏が選任された場合は、当社コーポレート

部門への提言や経営方針に関わる助言など、専門的立場で関与いただく予定で

す。なお、同氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期

間は本総会終結の時をもって５年となります。

６. 当社と和田洋一氏とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本総会において同氏

の再任が承認された場合は、同様の内容の契約を継続する予定であります。な

お、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となります。

７. 当社は、和田洋一氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の

再任が承認された場合は、改めて同氏を独立役員として届け出る予定でありま

す。

８. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子

会社の取締役であり、株主や第三者等から損害賠償請求を提訴された場合にお

いて、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害が填補さ

れることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での

更新を予定しております。

以上
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株主総会会場ご案内図
場所：東京都渋谷区道玄坂２－６－17

ＡＰ渋谷道玄坂　渋東シネタワー11階

電話　03（5428）6849

交通：ＪＲ各線「渋谷駅」ハチ公改札口より徒歩約１分

東急各線、東京メトロ各線「渋谷駅」Ａ１出口直結

京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩約１分

AP渋谷道玄坂
渋東シネタワー

ユニクロ

渋谷マーク
シティEAST

ヤマダ電機
LABI渋谷

ビックカメラ

西武百貨店
渋谷店

渋谷駅西口
バスターミナル

渋谷駅東口
バスターミナル

渋谷駅

京王井の頭線
渋谷駅

ハチ公
改札口

西口

首都高速3号
渋谷線

渋谷駅前
道玄坂下

渋谷エクセル
ホテル東急

みずほ銀行

SHIBUYA
109

A1出口

※ご注意

駐車場の準備はいたしておりませんので、お車でのお越しはご遠慮く

ださいますようお願い申し上げます。会場が前回と異なっております

ので、お間違えのないようご注意ください。

2020年開催分より、株主総会ご出席株主様へのお土産は取り止めさせ

ていただきました。何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げま

す。


